
六 ヶ 所 再 処 理 施 設 に お け る 

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性 

安全審査 整理資料 

第１８条：計測制御系統施設 

提出年月日 令和元年 11 月１日 Ｒ5

日本原燃株式会社

【公開版】





目 次 

１章 基準適合性 

 １．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

１．２ 要求事項に対する適合性 

１．３ 規則への適合性 

２．設備等 

２．１ 概要 

２．２ 設計の基本方針 

２．３ 主要設備の仕様 

２．４ 主要設備 

２．４．１ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御系 

２．４．２ せん断処理施設の計測制御系 

２．４．３ 溶解施設の計測制御系 

２．４．４ 分離施設の計測制御系 

２．４．５ 精製施設の計測制御系 

２．４．６ 脱硝施設の計測制御系 

２．４．７ 酸及び溶媒の回収施設の計測制御系 

２．４．８ 放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

２．４．９ その他再処理設備の附属施設の計測制御系 

２．４．10 その他の計測制御設備 

  ２．５ 評価 

３．試験・検査 



２章 補足説明資料 



令和元年 11 月 1 日 R2 

１章 基準適合性 





１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

計測制御系統施設について，事業指定基準規則と再処理施設安全審査指針

の比較並びに当該指針を踏まえた，これまでの許認可実績により，事業指定

基準規則第 18 条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。

（第１表） 

【補足説明資料 1-1】 
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
8
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
１

／
３

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
1
8
条

（
計

測
制

御
系

統
施

設
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

再
処

理
施

設
に

は
，

次
に

掲
げ

る
と

こ
ろ

に
よ

り
，

計
測

制
御

系
統

施
設

を
設

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

一
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

の
健

全
性

を
確

保

す
る

た
め

に
監

視
す

る
こ

と
が

必
要

な
パ

ラ
メ

ー

タ
は

，
運

転
時

，
停

止
時

及
び

運
転

時
の

異
常

な

過
渡

変
化

時
に

お
い

て
も

想
定

さ
れ

る
範

囲
内

に

制
御

で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

。

（
解

釈
）

 

１
 

第
１

号
に

規
定

す
る

「
健

全
性

を
確

保
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
」

及
び

第
３

号
に

規
定

す
る

「
状

況
を

把
握

し
，

及
び

対
策

を
講

じ
る

た
め

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
」

と
は

，
例

え
ば

，
以

下
に

掲
げ

る
も

の
を

い
う

。
 

一
 

ウ
ラ

ン
の

精
製

施
設

に
供

給
さ

れ
る

溶
液

中
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

の
濃

度
 

二
 

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
を

使
用

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
，

そ
の

濃
度

 

三
 

使
用

済
燃

料
溶

解
槽

内
の

温
度

 

四
 

蒸
発

缶
内

の
温

度
及

び
圧

力
 

五
 

廃
液

槽
の

冷
却

水
の

流
量

及
び

温
度

 

六
 

機
器

内
の

溶
液

の
液

位
 

（
指

針
1
8
）

 

１
．

制
御

室
等

は
，

事
故

時
に

も
従

事
者

が
近

接
し

又
は

留
ま

り
，

事
故

対
策

操
作

が
可

能
で

あ
る

よ
う

に
，

不
燃

設
計

，
換

気
設

計
，

遮
蔽

設
計

等
が

な
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

，
主

要
な

警
報

系
統

を
含

む
計

測
系

統
及

び
通

信
系

統
が

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

既
許

可
の

設
計

方
針

が
指

針
を

踏
ま

え
た

も
の

で
あ

る
と

と
も

に
，

新
た

な
規

則
に

相
当

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

第
一

号
の

規
定

は
，

指
針

か
ら

明
確

化
さ

れ
た

も
の

に
留

ま

る
。

し
た

が
っ

て
，

新
た

に
追

加
さ

れ
た

要
求

事
項

は
な

い
。
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
8
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
２

／
３

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
1
8
条

（
計

測
制

御
系

統
施

設
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

二
 

前
号

の
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

運
転

時
，

停
止

時
及

び
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
に

お
い

て
も

想
定

さ
れ

る
範

囲
内

で
監

視
で

き
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 

（
指

針
1
8
）

 

１
．

制
御

室
等

は
，

事
故

時
に

も
従

事
者

が
近

接
し

又
は

留
ま

り
，

事
故

対
策

操
作

が
可

能
で

あ
る

よ
う

に
，

不
燃

設
計

，
換

気
設

計
，

遮
蔽

設
計

等
が

な
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

，
主

要
な

警
報

系
統

を
含

む
計

測
系

統
及

び
通

信
系

統
が

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

既
許

可
の

設
計

方
針

が
指

針
を

踏
ま

え
た

も
の

で
あ

る
と

と
も

に
，

新
た

な
規

則
に

相
当

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

第
二

号
の

規
定

は
，

指
針

か
ら

明
確

化
さ

れ
た

も
の

に
留

ま

る
。

し
た

が
っ

て
，

新
た

に
追

加
さ

れ
た

要
求

事
項

は
な

い
。

 

三
 

設
計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
の

状
況

を

把
握

し
，

及
び

対
策

を
講

じ
る

た
め

に
必

要
な

パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

設
計

基
準

事
故

時
に

想
定

さ
れ

る

環
境

下
に

お
い

て
，

十
分

な
測

定
範

囲
及

び
期

間

に
わ

た
り

監
視

で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

 

（
解

釈
）

 

１
 

第
１

号
に

規
定

す
る

「
健

全
性

を
確

保
す

る
た

め
に

監
視

す
る

こ
と

が
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
」

及
び

第
３

号
に

規
定

す
る

「
状

況
を

把
握

し
，

及
び

対
策

を
講

じ
る

た
め

に
必

要
な

パ
ラ

メ
ー

タ
」

と
は

，
例

え
ば

，
以

下
に

掲
げ

る
も

の
を

い
う

。
 

一
 

ウ
ラ

ン
の

精
製

施
設

に
供

給
さ

れ
る

溶
液

中
の

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

の
濃

度
 

二
 

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
を

使
用

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
，

そ
の

濃
度

 

三
 

使
用

済
燃

料
溶

解
槽

内
の

温
度

 

四
 

蒸
発

缶
内

の
温

度
及

び
圧

力
 

五
 

廃
液

槽
の

冷
却

水
の

流
量

及
び

温
度

 

六
 

機
器

内
の

溶
液

の
液

位
 

既
許

可
の

設
計

方
針

が
指

針
を

踏
ま

え
た

も
の

で
あ

る
と

と
も

に
，

新
た

な
規

則
に

相
当

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

第
三

号
の

規
定

は
，

指
針

か
ら

明
確

化
さ

れ
た

も
の

に
留

ま

る
。

し
た

が
っ

て
，

新
た

に
追

加
さ

れ
た

要
求

事
項

は
な

い
。
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
8
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
３

／
３

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
1
8
条

（
計

測
制

御
系

統
施

設
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

四
 

前
号

の
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

設
計

基
準

事
故

時

に
お

い
て

も
確

実
に

記
録

さ
れ

，
及

び
当

該
記

録

が
保

存
さ

れ
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

（
解

釈
）

 

２
 

第
４

号
に

規
定

す
る

「
記

録
さ

れ
，

及
び

当
該

記
録

が
保

存
さ

れ
る

も
の

」
と

は
，

事
象

の
経

過
後

に
お

い
て

，
上

記
１

の
パ

ラ
メ

ー
タ

が
参

照
可

能
で

あ
る

も
の

を
い

う
。

 

（
指

針
1
8
）

 

１
．

制
御

室
等

は
，

事
故

時
に

も
従

事
者

が
近

接
し

又
は

留
ま

り
，

事
故

対
策

操
作

が
可

能
で

あ
る

よ
う

に
，

不
燃

設
計

，
換

気
設

計
，

遮
蔽

設
計

等
が

な
さ

れ
て

い
る

と
と

も
に

，
主

要
な

警
報

系
統

を
含

む
計

測
系

統
及

び
通

信
系

統
が

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

既
許

可
の

設
計

方
針

が
指

針
を

踏
ま

え
た

も
の

で
あ

る
と

と
も

に
，

新
た

な
規

則
に

相
当

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

第
四

号
の

規
定

は
，

指
針

か
ら

明
確

化
さ

れ
た

も
の

に
留

ま

る
。

し
た

が
っ

て
，

新
た

に
追

加
さ

れ
た

要
求

事
項

は
な

い
。
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１．２ 要求事項に対する適合性 

計測制御系統施設の設計に係る基本方針を以下のとおりとする。 

再処理施設には，パラメータを制御，監視及び記録するために，計測制御

系統施設を設ける設計とする。 

再処理施設の運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時において，安

全機能を有する施設の健全性に係るパラメータを集中的に監視及び制御でき

る設計とする。 

設計基準事故時に状況を把握し，対策を講ずるために必要なパラメータを

十分な測定範囲及び期間にわたり監視し，記録及び保存できる設計とする。 
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１．３ 規則への適合性 

（計測制御系統施設） 

第十八条 再処理施設には，次に掲げるところにより，計測制御系統

施設を設けなければならない。 

一 安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視すること

が必要なパラメータは，運転時，停止時及び運転時の異常な過渡

変化時においても想定される範囲内に制御できるものとすること。 

二 前号のパラメータは，運転時，停止時及び運転時の異常な過渡

変化時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，及び対策を講じる

ために必要なパラメータは，設計基準事故時に想定される環境下に

おいて，十分な測定範囲及び期間にわたり監視できるものとするこ

と。 

四 前号のパラメータは，設計基準事故時においても確実に記録され，

及び当該記録が保存されるものとすること。 

適合のための設計方針 

第一号について 

安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視することが必要

なパラメータは，運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時にお

いても想定される範囲内に制御できる設計とする。 

第二号について 

第一号のパラメータは，運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化

時においても想定される範囲内で監視できる設計とする。
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第三号について

設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，及び対策を講じるため

に必要なパラメータは，設計基準事故時に想定される環境下において，

十分な測定範囲及び期間にわたり監視できる設計とする。 

第四号について 

第三号のパラメータは，設計基準事故時においても確実に記録され，

及び当該記録が保存される設計とする。 

1-7



２．設備等 

２．１ 概要 

計測制御設備は，再処理施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，

せん断処理施設，溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施設，酸及び溶媒

の回収施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設の

計測制御系で構成する。また，各々の計測制御系は，ガンマ線，アルファ

線及び中性子の計数率を測定して監視及び制御を行う核計装設備と，温度，

圧力，流量，液位，密度，濃度，位置等のプロセス量を測定して監視及び

制御を行う工程計装設備で構成する。
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２．２ 設計の基本方針 

(１) 計測制御設備は，運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時

において施設の運転状態を想定される範囲内で監視及び制御できる設

計とする。 

(２) 計測制御設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計

とする。 

(３) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な計測制御系は，動的機器の単一故障（電磁障害による影響含

む。）を仮定しても安全が確保できるよう多重性又は多様性を有する

とともに，電気的・物理的な独立性を有する設計とする。 

(４) 計測制御設備は，安全保護回路との部分的共用によって安全保護回

路が有する安全機能を損なうことのない設計とする。 

(５) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，その健

全性及び能力を確認するため，安全機能の重要度及び設備の特性に応

じ，運転中又は停止中に試験又は検査ができる設計とする。 

(６) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の計測制御系は，外部電源系

統の機能喪失時及び一般圧縮空気系の機能喪失時にも，安全機能が確

保できる設計とする。 

(７) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，それら

の安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計

とする。 

(８) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，設計基

準事故が発生した場合の状況を把握し，対策を講ずるために必要なプ

ロセス変数を，設計基準事故時に想定される環境下において，十分な

測定範囲及び期間にわたり監視（記録を含む。）できる設計とする。

2-2



 

当該記録は適切な保存を行う。 

(９) 計測制御設備は，再処理施設の健全性を確保するために必要なプロ

セス変数を監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保するた

めに必要な操作を行うことができる設備を分離施設，精製施設その他

必要な施設に設ける設計とする。 

(10) 安全上重要な施設の計測制御系は，再処理施設における溢水が発

生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

(11) 計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安全確保及び運

転操作上必要な計測制御系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使

用できる設計とする。 

(12) 安全上重要な施設以外の施設とした計測制御設備（核計装設備，

工程計装設備）は，安全上重要な施設への波及的影響防止をし，多重

化による高い信頼性を確保して既に設置され運用されている経緯を踏

まえ，安全上重要な施設の計測制御設備と同等の信頼性を維持する設

計とする。 
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２．３ 主要設備の仕様 

 計測制御設備の仕様を第６．２－１表，第６．２－２表及び第６．２－

３表に示す。 

また，主要な計測制御系の系統概要図を第６．２－１図～第６．２－

２４図に示す。 

なお，計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理

設備の附属施設の計測制御系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用

できる。 
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第 6.2－１表(1) 主要な計測制御系の核計装 

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 使用済燃料の受入れ  使用済燃料集合体の燃焼度及び  燃焼度及び平均 

 施設  平均濃縮度  濃縮度測定 

使用済燃料受入れ 

設備 
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第 6.2－１表(2) 主要な計測制御系の核計装 

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 分離施設  補助抽出器の中性子の計数率  計数率警報 

分離設備  工程停止＊ 

分配設備  プルトニウム洗浄器の中性子の  計数率警報 

 計数率 

 プルトニウム洗浄器のアルファ  計数率警報 

 線の計数率 故障警報 

工程停止 

＊は安全上重要な施設以外の施設
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第 6.2－１表(3) 主要な計測制御系の核計装 

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機   能 

 精製施設  プルトニウム洗浄器のアルファ  計数率警報 

プルトニウム精製  線の計数率 故障警報 

設備 工程停止 
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第6.2－２表(1) 主要な計測制御系の工程計装 

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機  能 

 使用済燃料の受入れ 
 施設 

使用済燃料受入れ 
設備 

 燃料取出しピット漏えい水水位  水位警報 

 燃料仮置きピット漏えい水水位  水位警報 
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第6.2－２表(2) 主要な計測制御系の工程計装 

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機  能 

 使用済燃料の貯蔵施 
 設 

使用済燃料貯蔵設 
備 

 燃料貯蔵プール水位  水位警報   

 燃料貯蔵プール漏えい水水位  水位警報 

 燃料送出しピット漏えい水水位  水位警報 

 燃料貯蔵プール水温度  温度警報 
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第6.2－２表(3) 主要な計測制御系の工程計装 

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機  能 

 せん断処理施設 
せん断処理設備 

エンド ピースせん断位置  位置警報 
 せん断停止 

 せん断刃位置  位置警報 
 せん断停止 

 燃料せん断長位置  位置警報 
 せん断停止 
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第6.2－２表(4) 主要な計測制御系の工程計装 

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機  能 

 溶解施設 
   溶解設備 

 溶解槽ホイ－ル位置   せん断開始 

 溶解槽ホイ－ル ロック位置  せん断開始 

 溶解槽溶解液温度  温度警報 
 せん断停止 

 溶解槽溶解液密度  密度警報 
 せん断停止 

 溶解槽圧力  圧力警報 

 溶解槽供給硝酸流量  流量制御 
 流量警報 
 せん断停止 

 硝酸調整槽硝酸密度  密度指示 

 硝酸供給槽硝酸密度  密度警報 
 せん断停止 

 硝酸供給槽可溶性中性子吸収材 
 濃度 

 濃度警報（注） 

 第１及び第２よう素追出し槽溶 
 解液密度 

 密度警報 

 可溶性中性子吸収材緊急供給槽 
 液位 

 液位警報 
 せん断停止 

エンド ピース酸洗浄槽洗浄液
密度

 密度警報 
 せん断停止 

（注）可溶性中性子吸収材を使用する運転時のみ
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第6.2－２表(5) 主要な計測制御系の工程計装 

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機  能 

 溶解施設 
   溶解設備 

エンド ピース酸洗浄槽洗浄液
温度

 温度警報 
 せん断停止 

エンド ピース酸洗浄槽供給硝
酸密度

 密度警報 
 せん断停止 

エンド ピース酸洗浄槽供給硝
酸流量

 流量警報 
 せん断停止 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(6) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 溶解施設 
 清澄・計量設備 

 清澄機振動  振動警報 

 清澄機軸受温度  温度警報 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(7) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 分離施設 
分離設備 

 抽出塔供給溶解液流量  流量警報 
 送液停止＊ 

 抽出塔供給有機溶媒流量  流量警報 
 工程停止＊ 

 第１洗浄塔洗浄廃液密度  密度警報 
 工程停止＊ 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 

第１洗浄塔及び第２洗浄塔への
供給洗浄用硝酸濃度

濃度制御 
濃度指示 
濃度警報 

第１洗浄塔及び第２洗浄塔への
供給洗浄用硝酸流量 

 流量指示 
 流量警報 

＊は安全上重要な施設以外の施設
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第 6.2－２表(8) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名          信 号 の 種 類  機  能 

 分離施設 
分配設備 

 プルトニウム分配塔供給ウラナ 
ス及びヒドラジンを含む硝酸溶
液流量

 流量制御 
 流量警報 

 プルトニウム洗浄器のヒドラジ 
ンを含む硝酸溶液供給流量

 流量制御 
 流量警報 

ウラン逆抽出器溶液温度  温度警報 
 硝酸供給停止 

ウラン濃縮缶加熱蒸気圧力  圧力制御 
 圧力警報 

ウラン濃縮缶液位  液位制御 
 液位警報 

ウラン濃縮缶液密度  密度警報 

ウラン濃縮缶の凝縮液温度  温度制御 
 温度警報 

ウラン濃縮缶加熱蒸気温度  温度警報 
 温度指示 

ウラン濃縮缶気相部温度  温度指示 

ウラン濃縮缶供給槽液位  液位指示 

 溶媒再生系に送る有機溶媒の 
流量 

 流量警報 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(9) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名          信 号 の 種 類  機  能 

 精製施設 
ウラン精製設備

 逆抽出器溶液温度  温度警報 
 硝酸供給停止 

ウラン濃縮缶加熱蒸気圧力  圧力制御 

ウラン濃縮缶加熱蒸気温度  温度警報 
 加熱停止 
 温度指示 

ウラン濃縮缶気相部温度  温度指示 

ウラン濃縮缶供給槽液位  液位指示 

ウラナス製造器供給水素ガス流
量

 流量制御 

ウラナス製造器供給水素ガス圧
力

 圧力警報 
 水素ガス供給停 
 止 

ウラナス製造器供給硝酸ウラニ
ル溶液流量

 流量警報 
 硝酸ウラニル溶 
 液供給停止 

 第１気液分離槽水素ガス圧力  圧力制御 
 圧力警報 

 洗浄塔供給空気流量  流量警報 
 窒素ガス供給 

 第２気液分離槽供給窒素ガス流 
 量 

 流量警報 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(10) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機   能 

 精製施設 
プルトニウム精製 
設備 

 逆抽出塔供給有機溶媒温度  温度制御 

 逆抽出塔供給ＨＡＮ及びヒドラ 
 ジンを含む硝酸溶液並びに逆抽 
 出液温度 

 温度制御 

 逆抽出塔溶液温度  温度警報 

 プルトニウム洗浄器のヒドラジ 
ンを含む硝酸溶液供給流量

 流量制御 
 流量警報 

ウラン逆抽出器温度  温度警報 
 加熱停止 

 プルトニウム濃縮缶圧力  圧力制御 
 圧力警報 
 加熱停止 

 プルトニウム濃縮缶液位  液位警報 
 加熱停止 

 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気圧 
 力 

 圧力制御 

 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温 

 度 

 温度警報 

 温度指示 

 プルトニウム濃縮缶気相部温度  温度指示 

 プルトニウム濃縮缶供給槽液位  液位指示 

 プルトニウム濃縮缶液密度  密度制御 

 密度警報 

 加熱停止 

 注水槽液位  液位警報＊ 

 液位指示 

セル漏えい液受皿の集液溝の

液位

 液位警報 

 凝縮器の出口冷却水流量  流量警報 

凝縮器の出口廃ガス温度  温度警報 

＊は安全上重要な施設以外の施設
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第 6.2－２表(11) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名           信 号 の 種 類  機 能 

 脱硝施設 
ウラン脱硝設備

 脱硝塔外壁温度  温度制御 

 脱硝塔内部温度  硝酸ウラニル濃 

 縮液供給停止 

 脱硝塔内圧力  脱硝塔運転停止 

 脱硝塔内流動層レベル  硝酸ウラニル濃 

 縮液供給停止 

ウラン酸化物貯蔵容器の充てん

定位置

 ＵＯ３粉末充て 

 ん起動条件 

 漏えい液受皿の集液溝の液位  液位警報 
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第 6.2－２表(12) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名           信 号 の 種 類  機 能 

脱硝施設 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備

ウラン・プルトニウム混合脱硝

粉体の白熱時の温度

 脱硝皿取扱装置 

起動条件 

ウラン・プルトニウム混合脱硝

粉体の白熱時の照度

 脱硝皿取出しシ 

 ャッタ起動条件 

 脱硝皿のウラン・プルトニウム 

 混合脱硝粉体の空気輸送終了 

 脱硝皿取扱装置 

 起動条件 

 脱硝皿の重量  脱硝皿取扱装置 

 起動条件 

 焙焼炉ヒ－タ部温度  温度制御 

 還元炉ヒ－タ部温度  温度制御 

 還元炉還元ガス水素濃度 濃度警報 

 保管容器の充てん定位置  ＭＯＸ粉末充て 
 ん起動条件 

 粉末缶の充てん定位置  ＭＯＸ粉末充て 
 ん起動条件 

 粉末缶の質量  粉末缶払出装置 
 起動条件 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(13) 主要な計測制御系の工程計装 

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 酸及び溶媒の回収施 
 設 

酸回収設備 

 蒸発缶加熱蒸気圧力  圧力制御 

 第１酸回収系の蒸発缶加熱蒸気 
 圧力 

 圧力警報 

 第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気 
 温度 

 温度警報 

 第１酸回収系及び第２酸回収系 
 の精留塔の圧力及び液位 

 圧力警報 
 液位警報 
 加熱停止 

 第１酸回収系及び第２酸回収系 
 の蒸発缶気液分離部の液位 

 液位警報 
 加熱停止 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(14) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 酸及び溶媒の回収施 
 設 

溶媒回収設備 

 第１洗浄器溶液温度  温度警報 
 加熱停止 

 第３洗浄器溶液温度  温度警報 
 加熱停止 

 第１蒸発缶系統内圧力  不活性ガス注入 
 溶媒供給停止 
 加熱停止 

 溶媒蒸留塔系統内圧力  不活性ガス注入 
 溶媒供給停止 
 加熱停止 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(15) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 気体廃棄物の廃棄施 
 設 

せん断処理・溶解 
廃ガス処理設備 

 溶解槽内圧力  圧力制御 
 圧力警報 

 排風機の回転数  回転数警報 

ミスト フィルタ，高性能粒子
フィルタ及びよう素フィルタ差
圧

 差圧指示 

 ＮＯｘ吸収塔出口側廃ガス温度  温度警報 

 加熱器出口側廃ガス温度  温度制御 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 

2-22



第 6.2－２表(16) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 気体廃棄物の廃棄施 
 設 

塔槽類廃ガス処理 

設備 

 前処理建屋，分離建屋，精製建 

 屋，ウラン・プルトニウム混合 

 脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の廃ガス洗浄塔入口

圧力

 圧力制御 

 圧力警報 

 排風機の回転数，入口側圧力又 
 は入口・出口間差圧 

 回転数警報，圧 
 力警報又は差圧 
 警報 

 高性能粒子フィルタ及びよう素 
フィルタ差圧

 差圧指示 

 加熱器出口側廃ガス温度  温度制御 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(17) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 気体廃棄物の廃棄施 
 設 
   高レベル廃液ガラ 

ス固化廃ガス処理
設備

 ガラス溶融炉内部の気相圧力 圧力制御 
圧力警報 

 排風機の入口側圧力  圧力警報 

ミスト フィルタ，ルテニウム
吸着塔，高性能粒子フィルタ及
びよう素フィルタ差圧

 差圧指示 

 廃ガス洗浄器出口側廃ガス温度  温度警報 

 加熱器出口側廃ガス温度  温度制御 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(18) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 気体廃棄物の廃棄施 
 設 

換気設備 

ミスト フィルタ（高レベル廃
液ガラス固化建屋のみ）及び高
性能粒子フィルタ差圧

 差圧指示 
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第 6.2－２表(19) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 液体廃棄物の廃棄施 
 設 

高レベル廃液処理 
設備 

 高レベル廃液濃縮缶圧力  圧力制御 

 高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気圧 
 力 

 圧力制御 

 高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温 
 度 

 温度警報 

 高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気 
 出口温度 

 温度警報 

 高レベル濃縮廃液貯槽廃液温度  温度警報 

 不溶解残渣
さ

廃液貯槽廃液温度  温度警報 

 高レベル廃液共用貯槽廃液温度  温度警報 

セル漏えい液受皿の集液溝の
液位

 液位警報 
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第 6.2－２表(20) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 固体廃棄物の廃棄施 
 設 

高レベル廃液ガラ 
ス固化設備

 固化セル移送台車上の流下ガラ 
スの質量

 質量指示 
 質量警報 

 固化セル移送台車位置  流下ノズル加熱 
 条件 

 結合装置圧力  流下ノズル加熱 
 条件 

 高レベル廃液混合槽廃液温度  温度警報 

 供給液槽廃液温度  温度警報 

セル漏えい液受皿の集液溝の  液位警報 

 液位 
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第 6.2－２表(21) 主要な計測制御系の工程計装

施 設 ・ 設 備 名             信 号 の 種 類  機 能 

 その他再処理設備の 
 附属施設 

 水素掃気用空気貯槽及び計装用 
 空気貯槽の圧力 

 圧力警報 

 水素掃気用希釈空気流量  流量警報 

 安全冷却水系の冷却水循環ポン 
 プ故障 

 故障警報 

 安全冷却水放射線レベル  放射線レベル警 
 報 

 安全蒸気系のボイラ故障  故障警報 

制御建屋の地震動  加速度大警報 
 溢水量の抑制 
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第6.2－３表 計測制御系の主要な設定値一覧表 

施 設 ・ 設 備 名          信 号 の 種 類          機 能 設 定 値       

 溶解施設 
溶解設備 

 溶解槽溶解液密度高  せん断 
 停止 

 350g･(U+Pu)/ℓ
 相当以下 

 よう素追出し槽溶解液 
 密度高 

 警 報  350g･(U+Pu)/ℓ
相当以下 

エンド ピース酸洗浄  せん断  100g･(U+Pu)/ℓ
 相当以下  槽洗浄液密度高  停止 

 分離施設 
分離設備 

 補助抽出器中性子の計 
 数率高 

 工程停 
 止 

 5g･ Pu/ℓ 相当 
 以下 

分配設備  プルトニウム洗浄器第 
 １段中性子の計数率高 

 警 報  5g･ Pu/ℓ 相当 
 以下 

 プルトニウム洗浄器第 
 ５段アルファ線の計数 
 率 

 警 報  有意量 

 精製施設 
ウラン精製設備

ウラン濃縮缶加熱蒸気
温度高

 加熱停 
 止 

 134℃以下 

プルトニウム精製設 
備 

 プルトニウム洗浄器第 
 ４段アルファ線の計数 
 率 

 警 報  有意量 

脱硝施設 
ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝設備

還元ガス中の水素濃度 
 高 

警 報 6.0vol％以下 

 その他再処理設備の 
 附属施設 

制御建屋の地震動 警 報 
 溢水量
の抑制 

Ｂクラス及びＣ
クラスの配管が
破損する地震動
以下
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第 6.2－1 図  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 

 主要な計測制御系の系統概要図 
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せ ん 断 機

せん断
停止回路
(安全保
護回路)

Ａ

せん断
停止回路
(安全保
護回路)

Ｂ

燃料横転
クレーンから

使用済燃料
集 合 体

溶解槽へ
(燃料せん断片)

エンドピース酸洗浄槽へ
(エンドピース)

エンドピースせん断位置異常
せん断刃位置異常
燃料せん断長位置異常

溶解槽溶解液温度低

溶解槽溶解液密度高

溶解槽供給硝酸流量低

エンドピース酸洗浄槽

洗浄液温度低

エンドピース酸洗浄槽

洗浄液密度高

エンドピース酸洗浄槽

供給硝酸密度低

エンドピース酸洗浄槽

供給硝酸流量低

硝酸供給槽硝酸密度低

可溶性中性子吸収材

緊急供給槽液位低

溶解槽溶解液温度低

溶解槽溶解液密度高

溶解槽供給硝酸流量低

エンドピース酸洗浄槽

洗浄液温度低

エンドピース酸洗浄槽

洗浄液密度高

エンドピース酸洗浄槽

供給硝酸密度低

エンドピース酸洗浄槽

供給硝酸流量低

硝酸供給槽硝酸密度低

可溶性中性子吸収材

緊急供給槽液位低

第 6.2－２図  せん断処理施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（せん断処理施設のせん断機） 
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第 6.2－3 図 溶解施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（溶解設備の溶解槽及び硝酸供給槽） 

せん断 
停止回路 

Ａ 

せん断 
停止回路 

Ｂ 

せん断 
停止回路 

Ａ 

せん断 
停止回路 

Ｂ 

せん断 
停止回路 

Ａ 

せん断 
停止回路 

Ｂ 
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第 6.2－４図 分離施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（抽出塔，第１洗浄塔，第２洗浄塔及び補助抽出器） 

ｎ 

ｎ 
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第 6.2－５図 分離施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（分配設備のプルトニウム分配塔及びプルトニウム洗浄器） 

RA n 
H

RA n 
H

FA 
L 
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第 6.2－6 図 分離施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（分配設備のウラン濃縮缶） 

一次蒸気 
C.V.遮断弁 

DA
H蒸気発生器 

遮断弁 

TA
H

PC

硝酸ウラニル溶液 

加熱蒸気 

PAPS 

LALS 

HH

L L

ウラン濃縮缶

ウラン濃縮液

凝縮液 凝縮器 

PC

PA

LA

DA

TA

PS

LS

：圧力制御

：圧力警報

：液位警報

：密度警報

：温度警報

：温度指示

：圧力による停止信号の発信

：液位による停止信号の発信 

H

L

C.V.

：水相の流れ

：気相の流れ

：加熱蒸気の凝縮液

：制御の信号

：開度調節弁

：諸変数高を示す

：諸変数低を示す 

TI

TI

TI
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FA 
TC 

TC 

TC 

TA 

RA 

RA 

RA 

FC 

FC FC FC 

Ｍ

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ 

ヒドラジンを含む
硝酸溶液

ＨＡＮ及びヒドラジン
を含む硝酸溶液

：流量警報

：流量制御

：アルファ線の計数率警報

：温度警報

：温度制御

熱交換器

温水

プルトニウム
洗浄器から

逆抽出液

FA 

FC 

TA 
Ｈ

Ｌ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

α

α

α

核分裂生成物
洗浄塔から

逆抽出塔

：モータ

：諸変数高を示す

：諸変数低を示す

ウラン
洗浄塔へ

ウラナス及びヒドラジンを含む硝酸溶液

ウラン逆抽出器へ

プルトニウム洗浄器

逆抽出塔へ

有機溶媒

温水

第 6.2－７図  精製施設の主要な計測制御系の系統概要図 

 （プルトニウム精製設備の逆抽出塔及びプルトニウム洗浄器） 

Ｌ

TA 
Ｈ

熱交換器
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第 6.2－８図 精製施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（プルトニウム精製設備のプルトニウム濃縮缶及び注水槽） 

真空

C.V.

プルトニウム濃縮缶

供給槽から

一次蒸気 

C.V. 遮断弁 

蒸気発生器 

プルトニウム濃縮缶 

遮断弁 

加熱蒸 気 

プルトニウム濃縮液

受槽へ 

注水槽 

冷却水 

凝縮器 

廃ガス 

G 

PC 

PA PS 

LA LS 

DC DA 

FA 

TA LA LA

LI LI 

LL

L L

L

H

H

H H

凝縮液受槽へ 

TA 
H

TI 

TI 

G 

PC 

DC

DA

PA

LI

LA

TA

TI

PS

FA

LS

：ゲデオン 

：圧力制御

：密度制御

：密度警報

：圧力警報

：液位警報

：液位指示

：温度警報

：流量警報

：圧力による停止信号の発信

：液位による停止信号の発信

：温度指示

C.V. 

H

L

：水相の流れ

：気相の流れ

：加熱蒸気の凝縮液

：冷却水

：制御の信号

：開度調節弁

：諸変数高を示す

：諸変数低を示す

：純水 
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第 6.2－9 図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（ウラン脱硝設備の脱硝塔）

2-38



Zs 

Zs 

脱硝塔から 

シール槽

ＵＯ３ 受槽 

ロータリーバルブ

充てんノズル 

自動充てん装置 

充てん 

起動回路 

充てん 

起動回路 

Zs ：定位置の検知信号 

：制御の信号 

＊：ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置の検知 

＊ 

＊ 

第 6.2－10 図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（ウラン脱硝設備内に置くウラン酸化物貯蔵容器）

充てん台車 
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第 6.2－13 図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝設備）

Tc 

ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝粉体

ＭＯＸ粉末 

Tc ：温度計による温度制御 ：制御の信号 

ヒータ

焙焼炉 
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第 6.2－14 図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝設備）

：制御の信号
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Zs 

Zs 

＊

＊

Zs 

充てん 

起動回路 

充てん 

起動回路

ロータリーバルブ

粉末ホッパ

焙焼・還元系から

ふた締め

粉砕機

保管容器

充てんノズル

バルブ

：制御の信号

：定位置の検知信号

保管容器移動装置

秤量器

＊：保管容器の充てん定位置の検知

第 6.2－15 図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（ウラン・プルトニウム混合脱硝設備）
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第 6.2－16 図 脱硝施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（秤量器による粉末払出装置の起動回路)  
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蒸気発生器

加熱蒸気
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水相の流れ

使用済硝酸

蒸発缶 精留塔

C.V.
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:流量制御器 

:レベル制御 

:圧力警報 

:液位警報 

:圧力による停止信号の発信 

:液位による停止信号の発信 

第 6.2－17 図 酸及び溶媒の回収施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（酸回収設備の第２酸回収系の蒸発缶） 

:諸変数低を示す 

:諸変数高を示す 

Ｐ

C.V.

PC 

:圧力制御 
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第 6.2－18 図 酸及び溶媒の回収施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（溶媒回収設備の第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔)  
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第 6.2－22 図 高レベル濃縮廃液貯槽に係る安全冷却水系及び安全圧縮 

空気系の系統概要図 

（高レベル廃液処理設備の高レベル濃縮廃液貯槽） 
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第 6.2－23 図  固体廃棄物の廃棄施設の主要な計測制御系の系統概要図 

（高レベル廃液ガラス固化設備） 

Ｈ 

WA 

Ｈ 

WA 
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第 6.2－24 図 その他再処理設備の附属施設の主要な計測制御系の 

系統概要図（緊急遮断弁作動回路）
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：加速度大信号の発信

：加速度大による警報

緊急遮断弁
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により遮断信号を発信
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２．４ 主要設備 

計測制御設備は，再処理施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，

せん断処理施設，溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施設，酸及び溶媒

の回収施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設

の計測制御系で構成する。また，各々の計測制御系は，ガンマ線，アル

ファ線及び中性子の計数率を測定し，監視及び制御を行う核計装設備並び

に温度，圧力，流量，液位，密度，濃度，位置等のプロセス量を測定し，

監視及び制御を行う工程計装設備で構成する。 

なお，核計装設備においては，計測のために少量の核燃料物質を封入し

た検出器を使用する。また，核計装設備は，検出器の校正に放射性同位元

素及び使用済燃料集合体を使用する。 

計測制御設備は，可能な限り難燃性ケーブルを使用し，ケーブル トレ

イ及び電線管は，金属材料を主体に使用する。また，その他の構成品も可

能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する。 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御系は，各々，多重化又は多様化した回路で構成し，その多重化

又は多様化した回路は，電磁障害による相互干渉が起こらないように，電

源及びケーブル トレイを２系統に分離し，電気的・物理的な独立性を持

たせる。 

計測制御設備は，安全保護回路と検出器，変換器等を共用する場合には，

計測制御設備の故障が安全保護回路が有する安全機能に影響を与えないよ

うに，アイソレータ及び継電器を用いて計測制御設備と分離する。 

計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，その健全性

及び能力を確認するため，安全機能の重要度及び設備の特性に応じ，必要

に応じて試験回路を設け，運転中又は停止中に試験又は検査を行う。 
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計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，それらの安

全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計とする。 

計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，設計基準事

故が発生した場合の状況を把握し，対策を講ずるために必要なプロセス変

数を，設計基準事故時に想定される環境下において，十分な測定範囲及び

期間にわたり監視（記録を含む。）できる設計とする。 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御系は，外部電源系統の機能喪失時にも，その安全機能が確保で

きるようその他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系統に接続する。

また，安全上重要な施設の安全機能を維持するために，必要な計測制御系

に圧縮空気を供給する必要がある場合は，外部電源系統の機能喪失時にも，

その安全機能が確保できるようその他再処理設備の附属施設の非常用所内

電源系統に接続した安全圧縮空気系から圧縮空気を供給する。 

計測制御設備のうち必要な耐震性を持たせることが困難な分離施設のプ

ルトニウム洗浄器のアルファ線検出器及び精製施設のプルトニウム洗浄器

のアルファ線検出器は，故障警報を設けるとともに警報を検知し運転員が

工程を停止する回路を設ける。 

安全上重要な施設の計測制御系は，再処理施設における溢水が発生した

場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

なお，計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施設及びその他再処理

設備の附属施設の計測制御系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用

できる。 
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２．４．１ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御系 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御系は，使用済燃料受

入れ設備の計測制御系及び使用済燃料貯蔵設備の計測制御系で構成する。 

ａ．使用済燃料受入れ設備の計測制御系 

(ａ) 核 計 装   

使用済燃料受入れ設備の計測制御系の核計装設備である燃焼度計測装

置は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに溶解施設の臨界安全

管理のために，使用済燃料輸送容器から取り出した使用済燃料集合体の

燃焼度及び使用済燃料集合体平均濃縮度（以下２.では「平均濃縮度」

という。）の測定を行う。また，燃焼度計測装置の校正及び検査の際に

は，標準線源及び燃料貯蔵プールに貯蔵した使用済燃料集合体を用いる。 

 燃焼度計測装置は，電離箱，ゲルマニウム半導体検出器及び核分裂計

数管で構成され，２系列の燃料仮置きピットにそれぞれ設置し，使用済

燃料集合体１体ごとに燃焼度及び平均濃縮度を測定する。電離箱は，使

用済燃料集合体の軸方向に多数個配置し，グロスガンマ線強度の分布を

測定する。また，ゲルマニウム半導体検出器及び核分裂計数管は，使用

済燃料集合体の中央部に複数設置し，特定のエネルギのガンマ線の強度

及び主に自発核分裂核種から放出される中性子を測定する。燃焼度計測

装置は，これら多様化した測定方法により得られる測定結果から燃焼度

及び平均濃縮度を求める。燃焼度計測装置の校正及び検査は，標準線源

及び使用済燃料集合体を用いて適切な校正を行うことにより信頼性を

確保する。 

(ｂ) 工程計装 

燃料取出しピット及び燃料仮置きピットには，漏えい検知装置を設置

し，漏えい時には使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報
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を発する。 

ｂ．使用済燃料貯蔵設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

使用済燃料貯蔵設備の計測制御系は，燃料貯蔵プールの水位及び水温

を測定し，水位低又は温度高で使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室に警報を発する。 

燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットには，漏えい検知装置を設置

し，漏えい時には使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報

を発する。 
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２．４．２ せん断処理施設の計測制御系 

せん断処理施設の計測制御系は，燃料供給設備の計測制御系及びせん

断処理設備の計測制御系で構成する。 

ａ．燃料供給設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

  ⅰ．光学的読み取り装置により，使用済燃料集合体番号を読み取り，異

常のある場合は中央制御室に警報を発する。 

  ⅱ．燃料横転クレーンによる使用済燃料集合体のつり上げ，横転及びせ

ん断機への供給を制御する。 

ｂ．せん断処理設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

  ⅰ．溶解施設の溶解槽のバケット１個当たりの燃料装荷量が所定量を超

えないよう，せん断機においてせん断する使用済燃料集合体の送り出

し長さ及びせん断刃位置を測定し，せん断機のせん断速度及びせん断

長さを制御する。 

また，エンド ピース酸洗浄槽に有意量の核燃料物質が入らないよう，

せん断機においてせん断する使用済燃料集合体の送り出し長さ及びせ

ん断刃位置を測定し，エンド ピースせん断位置を制御する。 

せん断機は，溶解槽のホイールの停止位置確認信号及びホイールの

ロック位置確認信号によりせん断を行う。 

ⅱ．せん断機においてせん断する使用済燃料集合体のエンド ピースせ

ん断位置異常，せん断刃位置異常，燃料せん断長位置異常により，警

報を発するとともにせん断停止信号を発する。 

これらのせん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二

重化する。 
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  ⅲ．なお，せん断機のせん断停止回路は安全保護回路であり，計測制御

設備のせん断位置の異常等による停止の他に，溶解槽の溶解液温度，

溶解液密度等の異常信号，エンド ピース酸洗浄槽の洗浄液温度，

洗浄液密度等の異常信号を受け，せん断停止信号を発するインター

ロックと共用する。 
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２．４．３ 溶解施設の計測制御系 

   溶解施設の計測制御系は，溶解設備の計測制御系及び清澄・計量設備

の計測制御系で構成する。 

ａ．溶解設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

  ⅰ．溶解槽は，せん断終了信号を受け，所定の溶解時間を経過した後，

溶解槽のホイールを回転させ，１バケット分回転したことを確認して

せん断開始信号を発する。 

  ⅱ．溶解槽の溶解液温度，溶解液密度及び槽内圧力を測定し，温度低，

密度高又は圧力高で中央制御室に警報を発する。溶解液温度低下が更

に大きい場合又は溶解液密度上昇が更に大きい場合は，せん断停止信

号を発する。これらのうち溶解液温度及び溶解液密度によるせん断停

止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅲ．溶解槽に供給する硝酸の流量を制御し，流量低で中央制御室に警報

を発する。供給硝酸流量低下が更に大きい場合は，せん断停止信号を

発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，多様

化する。 

  ⅳ．硝酸調整槽の硝酸密度を測定し，中央制御室に指示する。 

  ⅴ．硝酸供給槽の硝酸密度を測定し，密度低で中央制御室に警報を発 

し，硝酸密度低下が更に大きい場合は，せん断停止信号を発する。せ

ん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅵ．可溶性中性子吸収材を使用する運転時には，溶解槽に供給する硝酸

中の可溶性中性子吸収材濃度を硝酸供給槽にて測定し，濃度低で中央

制御室に警報を発する。 

  ⅶ．可溶性中性子吸収材緊急供給槽の液位を測定し，液位低で中央制 
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御室に警報を発し，液位低下が更に大きい場合は，せん断停止信号 

を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は， 

二重化する。 

  ⅷ．第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽の溶解液密度を測定し，

密度高で中央制御室に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化す

る。 

  ⅸ．エンド ピース酸洗浄槽の洗浄液密度を測定し，密度高で中央制御室

に警報を発し，洗浄液密度上昇が更に大きい場合は，せん断停止信号

を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二

重化する。 

  ⅹ．エンド ピース酸洗浄槽の洗浄液温度を測定し，温度低で中央制御室

に警報を発し，洗浄液温度低下が更に大きい場合は，せん断停止信号

を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路は，二

重化する。 

  ⅺ．エンド ピース酸洗浄槽への供給硝酸密度を測定し，密度低で中央制

御室に警報を発し，供給硝酸密度低下が更に大きい場合は，せん断停

止信号を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路

は，二重化する。 

  ⅻ．エンド ピース酸洗浄槽への供給硝酸流量を制御し，流量低で中央制

御室に警報を発し，供給硝酸流量低下が更に大きい場合は，せん断停

止信号を発する。せん断停止のための検出器及びインターロック回路

は，二重化する。 

  ⅹⅲ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち溶解

槽セル及び放射性配管分岐第１セルの漏えい液受皿の検出器及び警報
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器は，二重化する。 

ｂ．清澄・計量設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

  ⅰ．清澄機の振動及び軸受温度を測定し，振動大及び温度高で中央制御

室に警報を発する。 

  ⅱ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち中継

槽セル，清澄機セル，計量・調整槽セル，計量後中間貯槽セル及び放

射性配管分岐第４セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化

する。 
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２．４．４ 分離施設の計測制御系 

  分離施設の計測制御系は，分離設備の計測制御系，分配設備の計測制

御系及び分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系で構成する。 

ａ．分離設備の計測制御系 

(ａ) 核 計 装   

ⅰ．補助抽出器の中性子の計数率を測定し，計数率高で中央制御室に警

報を発し，中性子の計数率上昇が更に大きい場合，工程停止信号を発

する。工程停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。（安全上重要な施設以外の施設） 

(ｂ) 工程計装 

  ⅰ．抽出塔に供給する溶解液流量を測定し，流量高で中央制御室に警報

を発し，溶解液流量上昇が更に大きい場合，溶解液の送液停止信号を

発する。送液停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化

する。（安全上重要な施設以外の施設） 

ⅱ．抽出塔に供給する有機溶媒流量を測定し，流量低で中央制御室に警

報を発し，有機溶媒流量低下が更に大きい場合，工程停止信号を発す

る。工程停止のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。

（安全上重要な施設以外の施設） 

ⅲ．第１洗浄塔から抽出塔への洗浄廃液密度を測定し，密度高で中央制

御室に警報を発し，洗浄廃液密度上昇が更に大きい場合，工程停止信

号を発する。工程停止のための検出器及びインターロック回路は，

二重化する。（安全上重要な施設以外の施設） 

  ⅳ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。なお，溶解液中間

貯槽セル，溶解液供給槽セル，抽出塔セル，抽出廃液受槽セル，抽出
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廃液供給槽セル及び放射性配管分岐第２セルの漏えい液受皿の検出器

及び警報器は，二重化する。 

ⅴ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給する洗浄用硝酸濃度を制御及び

指示し，濃度が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

ⅵ．第１洗浄塔及び第２洗浄塔へ供給する洗浄用硝酸流量を指示し，

流量が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

ｂ．分配設備の計測制御系 

(ａ) 核 計 装   

 ⅰ．プルトニウム洗浄器の中性子の計数率を測定し，計数率高で中央制

御室に警報を発する。なお，中性子の計数率上昇が更に大きい場合，

工程停止信号を発するインターロック回路は安全保護回路とする。 

  ⅱ．プルトニウム洗浄器のアルファ線の計数率を測定し，計数率高で中

央制御室に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化する。なお，

アルファ線検出器は耐震性を持たせることが困難なため，故障警報を

設けるとともに，警報を検知し，運転員が工程を停止する回路を設け

る。 

(ｂ) 工程計装 

 ⅰ．プルトニウム分配塔に供給するウラナス及びヒドラジンを含む硝酸

溶液の流量を制御する。流量が低下した場合には，中央制御室に警報

を発する。 

  ⅱ．プルトニウム洗浄器に供給するヒドラジンを含む硝酸溶液の流量を

制御し，流量が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

  ⅲ．ウラン逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶液温度が異常に上昇した

場合には，中央制御室に警報を発するとともに逆抽出用硝酸の供給停

止信号を発する。 
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  ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱交換器出口の凝縮液温度を制御

し，凝縮液温度が異常に上昇した場合には，中央制御室に警報を発す

る。 

  ⅴ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸気の温

度を調整する。 

  ⅵ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，指示する。また，温度高

で中央制御室に警報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇が更に大きい

場合，ウラン濃縮缶への加熱蒸気の遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸気発

生器への一次蒸気の遮断信号を発するインターロック回路は，安全保

護回路とする。 

  ⅶ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を測定し，圧力高又は液位低で中

央制御室に警報を発するとともに，ウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への

一次蒸気の遮断信号を発する。また，缶内密度を測定し，密度高で中

央制御室に警報を発する。 

ⅷ．ウラン濃縮缶の気相部の温度を測定し，指示する。 

ⅸ．ウラン濃縮缶供給槽の液位を測定し，指示する。 

ⅹ．溶媒再生系に送る有機溶媒の流量を測定し，流量低で警報を発す

る。 

  ⅺ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。なお，プルトニウ

ム洗浄器セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二重化する。 

ｃ．分離建屋一時貯留処理設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．分離建屋第１一時貯留処理槽の液位を測定し，指示する。 

ⅱ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。なお，分離建屋一
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時貯留処理第１セル及び分離建屋一時貯留処理第２セルの漏えい液受

皿の検出器及び警報器は，二重化する。 
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２．４．５ 精製施設の計測制御系 

   精製施設の計測制御系は，ウラン精製設備の計測制御系，プルトニウ

ム精製設備の計測制御系及び精製建屋一時貯留処理設備の計測制御系で

構成する。 

 

ａ．ウラン精製設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

  ⅰ．逆抽出器内の溶液温度を測定し，溶液温度が異常に上昇した場合に

は，中央制御室に警報を発するとともに逆抽出用硝酸の供給停止信号

を発する。 

  ⅱ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸気の温

度を調整する。 

  ⅲ．ウラン濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，指示する。また，温度高

で中央制御室に警報を発し，加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合は，

ウラン濃縮缶への加熱蒸気の遮断及びウラン濃縮缶加熱蒸気発生器へ

の一次蒸気の遮断信号を発する。 

  ⅳ．ウラン濃縮缶の凝縮液を冷却する熱交換器出口の凝縮液温度を制御

し，凝縮液温度が異常に上昇した場合には中央制御室に警報を発する。 

  ⅴ．ウラン濃縮缶の缶内圧力及び液位を測定し，圧力高又は液位低で中

央制御室に警報を発するとともに，ウラン濃縮缶加熱蒸気発生器への

一次蒸気の遮断信号を発する。また，缶内密度を測定し，密度高で中

央制御室に警報を発する。 

ⅵ．ウラン濃縮缶の気相部の温度を測定し，指示する。 

ⅶ．ウラン濃縮缶供給槽の液位を測定し，指示する。 

  ⅷ．ウラナス製造器に供給する水素ガス流量を制御し，ウラナス製造器
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の水素ガス圧力を測定し，圧力高で中央制御室に警報を発するととも

に，水素ガスの供給停止信号を発する。また，ウラナス製造器に供給

する硝酸ウラニル溶液の流量を測定し，流量低で中央制御室に警報を

発するとともに，硝酸ウラニル溶液の供給停止信号を発する。 

  ⅸ．第１気液分離槽から洗浄塔へ移送する未反応の水素ガス圧力を制御

し，流量を測定し，圧力高又は流量高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅹ．洗浄塔に供給する空気流量を測定し，流量低で中央制御室に警報を

発するとともに，窒素ガスの供給信号を発する。 

  ⅺ．第２気液分離槽へ供給する窒素ガス流量を測定し，流量低で中央制

御室に警報を発する。 

  ⅻ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

ｂ．プルトニウム精製設備の計測制御系 

(ａ) 核 計 装   

  ⅰ．プルトニウム洗浄器の有機溶媒のアルファ線の計数率を測定し，計

数率高で中央制御室に警報を発する。検出器及び警報器は，二重化す

る。なお，アルファ線検出器は耐震性を持たせることが困難なため，

故障警報を設けるとともに，警報を検知し，運転員が工程を停止する

回路を設ける。 

(ｂ) 工程計装 

  ⅰ．加熱用の温水の流量を調節することにより逆抽出塔に供給する有機

溶媒，硝酸ヒドロキシルアミン（以下２.では「ＨＡＮ」という。）

及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出液の温度を制御する。 

  ⅱ．逆抽出塔内の溶液温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を発

する。なお，溶液温度上昇が更に大きい場合，供給する有機溶媒，Ｈ
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ＡＮ及びヒドラジンを含む硝酸溶液並びに逆抽出液の加熱用の温水の

遮断信号を発するインターロック回路は安全保護回路とする。 

ⅲ．プルトニウム洗浄器に供給するヒドラジンを含む硝酸溶液の流量を

制御し，流量が低下した場合には，中央制御室に警報を発する。 

ⅳ．加熱用の温水の流量を調節することにより，ウラン逆抽出器に供給

する硝酸溶液の温度を制御する。 

ⅴ．ウラン逆抽出器内の温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を発

するとともに，供給する硝酸溶液の加熱用の温水の遮断信号を発する。 

ⅵ．プルトニウム濃縮缶の缶内圧力及び密度を測定及び制御し，圧力高

又は密度高で中央制御室に警報を発するとともに，プルトニウム濃縮

缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発する。また，缶内液位

を測定し，液位低で中央制御室に警報を発するとともに，プルトニウ

ム濃縮缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発する。

ⅶ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸

気の温度を調整する。 

ⅷ．プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，指示する。また，

温度高で中央制御室に警報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇が更に

大きい場合，プルトニウム濃縮缶への加熱蒸気の遮断及びプルトニ

ウム濃縮缶蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発するインターロ

ック回路は，安全保護回路とする。 

ⅸ．プルトニウム濃縮缶の気相部の温度を測定し，指示する。 

ⅹ．プルトニウム濃縮缶供給槽の液位を測定し，指示する。 

ⅺ．注水槽の液位を指示し，液位低で中央制御室に警報を発する。検出

器及び警報器は，二重化する。（安全上重要な施設以外の施設） 

ⅻ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液
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位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうちプル

トニウム精製塔セル，プルトニウム濃縮缶供給槽セル，油水分離槽セ

ル，プルトニウム濃縮液受槽セル，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル，

プルトニウム濃縮液計量槽セル及び放射性配管分岐第１セルの漏えい

液受皿の検出器及び警報器は，二重化する。 

  ｘ iii ．凝縮器の出口冷却水流量を測定し，流量低で中央制御室に警報を

発する。 

ｘ ⅳ ．凝縮器の出口廃ガス温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を

発する。 

ｃ．精製建屋一時貯留処理設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 
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２．４．６ 脱硝施設の計測制御系 

   脱硝施設の計測制御系は，ウラン脱硝設備の計測制御系及びウラン・

  プルトニウム混合脱硝設備の計測制御系で構成する。 

ａ．ウラン脱硝設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

  ⅰ．脱硝塔外壁の温度を測定し，脱硝塔の外部ヒータの出力を制御する

ことにより温度を調整する。 

  ⅱ．脱硝塔内の温度を測定し，温度が異常に低下した場合，硝酸ウラニ

ル濃縮液の供給停止信号を発する。この供給停止のための検出器及び

インターロック回路は，二重化する。 

  ⅲ．脱硝塔内の圧力を測定し，圧力が異常に上昇した場合，脱硝塔運転

停止信号を発する。 

  ⅳ．脱硝塔内の流動層レベルを測定し，流動層レベルが異常に上昇した

場合，硝酸ウラニル濃縮液の供給停止信号を発する。 

  ⅴ．ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置を検出し，ウラン酸化物（以下

2.では「ＵＯ３」という｡）粉末の充てん起動信号を発する。この充て

ん起動のための検出器及びインターロック回路は，二重化する。 

  ⅵ．液体状の放射性物質を取り扱う主要機器の床に設置した漏えい液受

皿の集液溝の液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

  ⅰ．脱硝装置内のウラン・プルトニウム混合脱硝粉体の白熱を温度計及

び照度計を用いて検出して脱硝の終了を確認したのち，温度高により

脱硝皿取扱装置の起動条件信号を発するとともに，照度高によりシャ

ッタの起動条件信号を発する。この脱硝皿取扱装置及びシャッタの起

動のための検出器及びインターロック回路は，温度計と照度計により
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多様化する。 

  ⅱ．脱硝皿内のウラン・プルトニウム混合脱硝粉体の空気輸送終了を検

出し，秤量器による空脱硝皿の重量を確認した後，脱硝皿取扱装置の

起動信号を発する。この脱硝皿取扱装置の起動のための検出器及びイ

ンターロック回路は，多様化する。 

  ⅲ．焙焼炉の加熱ヒータ部の温度を測定し，加熱ヒータを制御する。な

お，温度が異常に上昇した場合に，加熱停止の信号を発するインター

ロック回路は，安全保護回路とする。 

  ⅳ．還元炉の加熱ヒータ部の温度を測定し，加熱ヒータを制御する。な

お，温度が異常に上昇した場合に，加熱停止の信号を発するインタ

ーロック回路は，安全保護回路とする。 

  ⅴ．還元炉に供給する還元用窒素・水素混合ガス（以下2.では「還元ガ

ス」という｡）中の水素濃度を測定し，水素濃度が異常に上昇した場

合には，濃度高で警報を発する。なお，この警報とともに還元ガス

の供給停止の信号を発するインターロック回路は，安全保護回路と

する。 

  ⅵ．保管容器の充てん定位置を検知し，ウラン・プルトニウム混合酸化

物（以下2.では「ＭＯＸ」という。）粉末の充てん起動信号を発する。

この充てん起動のための検出器及びインターロック回路は，二重化す

る。 

  ⅶ．粉末缶の充てん定位置を検知し，ＭＯＸ粉末の充てん起動信号を発

する。この充てん起動のための検出器及びインターロック回路は，二

重化する。 

  ⅷ．粉末缶の質量を秤量器により確認し，粉末缶払出装置の起動信号を

発する。この粉末缶払出装置起動のための検出器及びインターロック
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回路は，二重化する。 

  ⅸ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち硝酸

プルトニウム貯槽セル，混合槽セル及び一時貯槽セルの漏えい液受皿

の検出器及び警報器は，二重化する。 
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２．４．７ 酸及び溶媒の回収施設の計測制御系 

酸及び溶媒の回収施設の計測制御系は，酸回収設備の計測制御系及び

溶媒回収設備の計測制御系で構成する。 

ａ．酸回収設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．蒸発缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸気の温度を調

整する。 

ⅱ．第１酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の圧力を測定し，圧力高により中

央制御室に警報を発する。 

ⅲ．第２酸回収系の蒸発缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制

御室に警報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合，蒸

発缶への加熱蒸気の遮断及び蒸発缶加熱蒸気発生器への一次蒸気の遮

断信号を発するインターロック回路は，安全保護回路とする。 

ⅳ．第１酸回収系及び第２酸回収系の精留塔の圧力及び液位並びに蒸発

缶の液位を測定し，精留塔の圧力高又は液位低並びに蒸発缶の液位低

により中央制御室に警報を発するとともに，加熱蒸気の遮断信号を発

する。 

ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

ｂ．溶媒回収設備の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．温水加熱している第１洗浄器及び第３洗浄器内の溶液の温度を測定

し，温度高で中央制御室に警報を発するとともに，加熱用の温水の供

給停止信号を発する。 

ⅱ．第１蒸発缶及び溶媒蒸留塔の系統内の圧力を測定し，圧力が異常に
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上昇した場合には，不活性ガス（窒素）注入信号を発するとともに有

機溶媒の供給停止及び加熱蒸気の遮断信号を発する。 

ⅲ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 
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２．４．８ 放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

   放射性廃棄物の廃棄施設の計測制御系は，気体廃棄物の廃棄施設の計

測制御系，液体廃棄物の廃棄施設の計測制御系及び固体廃棄物の廃棄施

設の計測制御系で構成する。 

ａ．気体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

  ⅰ．せん断処理・溶解廃ガス処理設備の計測制御系 

  (ⅰ) 溶解槽内圧力を制御し，圧力高で中央制御室に警報を発する。検出

器及び警報器は，二重化する。 

  (ⅱ) 排風機の回転数を測定し，回転数低で中央制御室に警報を発する。 

  (ⅲ) ミスト フィルタ，高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタの差圧

を測定する。 

  (ⅳ) ＮＯｘ吸収塔出口側の廃ガスの温度を測定し，温度高で中央制御室

に警報を発する。 

  (ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

(ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

ⅱ．塔槽類廃ガス処理設備の計測制御系 

(ⅰ) 前処理建屋，分離建屋，精製建屋（プルトニウム系），ウラン・ 

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の塔槽類

廃ガス処理設備の洗浄塔入口圧力を制御し，圧力高で中央制御室に警

報を発する。検出器及び警報器は，二重化する。 

(ⅱ) 排風機の回転数，排風機の入口側圧力又は排風機の入口・出口間差

圧を測定し，回転数低，圧力高又は差圧低で中央制御室に警報を発す

る。 
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  (ⅲ) 高性能粒子フィルタ及びよう素フィルタの差圧を測定する。 

  (ⅳ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

(ⅴ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅲ．高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の計測制御系 

  (ⅰ) ガラス溶融炉内部の気相圧力を制御し，圧力高で中央制御室に警報

を発する。検出器及び警報器は，二重化する。 

  (ⅱ) 排風機の入口側圧力を測定し，圧力高で中央制御室に警報を発する。 

  (ⅲ) ミスト フィルタ，ルテニウム吸着塔，高性能粒子フィルタ及びよ

う素フィルタの差圧を測定する。 

  (ⅳ) 廃ガス洗浄器出口側の廃ガスの温度を測定し，温度高で中央制御室

に警報を発する。 

  (ⅴ) 加熱器出口側の廃ガスの温度を制御する。 

  (ⅵ) 主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液位

を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。 

  ⅳ．換気設備の計測制御系 

  (ⅰ) ミスト フィルタ（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備のミスト 

フィルタのみ）及び高性能粒子フィルタの差圧を測定する。 

ｂ．液体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．高レベル廃液濃縮缶の圧力を制御する。 

  ⅱ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の圧力を制御することにより加熱蒸

気の温度を調整する。 

  ⅲ．高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気の温度を測定し，温度高で中央制御

室に警報を発する。なお，加熱蒸気温度上昇が更に大きい場合，高レ
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ベル廃液濃縮缶への加熱蒸気の遮断及び高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気

発生器への一次蒸気の遮断信号を発するインターロック回路は，安全

保護回路とする。 

  ⅳ．高レベル廃液濃縮缶の凝縮器の排気側出口温度を測定し，温度高で

中央制御室に警報を発する。なお，出口温度上昇が更に大きい場合，

高レベル廃液濃縮缶への加熱蒸気の遮断及び高レベル廃液濃縮缶加熱

蒸気発生器への一次蒸気の遮断信号を発するインターロック回路は，

安全保護回路とする。 

  ⅴ．高レベル濃縮廃液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽及び高レベル廃液共用

貯槽の廃液温度を測定し，温度高で中央制御室に警報を発する。 

ⅵ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の

液位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。これらのうち高

レベル廃液供給槽セル，高レベル濃縮廃液貯槽セル，高レベル濃縮廃

液一時貯槽セル，不溶解残渣廃液貯槽セル，不溶解残渣廃液一時貯槽

セル及び高レベル廃液共用貯槽セルの漏えい液受皿の検出器及び警報

器は，二重化する。 

ｃ．固体廃棄物の廃棄施設の計測制御系 

(ａ) 工程計装 

ⅰ．固化セル移送台車上に多重に設けた重量計により，固化セル移送台

車上の流下ガラスの質量を中央制御室に指示する。 

ⅱ．ガラス溶融炉の溶融ガラスをガラス固化体容器に注入する際には，

所定質量値で注入停止信号を発し，所定質量値よりも質量が更に増

加した場合には，中央制御室に警報を発する。なお，所定質量値で

注入停止信号を発するインターロック回路は安全保護回路とする。

さらに安全保護回路による質量上限でガラスの流下が停止しなかっ
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た場合は質量上限警報を中央制御室に発する。 

ⅲ．ガラス溶融炉とガラス固化体容器との結合装置圧力が所定の値でな

い場合及び固化セル移送台車位置が所定の位置にない場合，インター

ロックにより流下ノズルの加熱を停止する。これらのうち，結合装置

圧力による加熱停止のための検出器及びインターロック回路は，二重

化する。 

  ⅳ．高レベル廃液混合槽及び供給液槽の廃液の温度を測定し，温度高で

中央制御室に警報を発する。 

  ⅴ．主要機器を収納するセルの床に設置した漏えい液受皿の集液溝の液

位を測定し，液位高で中央制御室に警報を発する。なお，固化セル及

び高レベル廃液混合槽セルの漏えい液受皿の検出器及び警報器は，二

重化する。 
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２．４．９ その他再処理設備の附属施設の計測制御系 

ａ．安全圧縮空気系の水素掃気用空気貯槽及び計装用空気貯槽の圧力を測

定し，圧力低で中央制御室に警報を発する。この検出器及び警報器は，

二重化する。 

ｂ．水素掃気用希釈空気流量を測定し，流量低で中央制御室に警報を発す

る。 

ｃ．安全冷却水系の冷却水循環ポンプの運転状態を監視し，故障を検知し

て，中央制御室に警報を発する。この検知装置及び警報器は，各々のポ

ンプに各一式設ける。 

ｄ．冷却対象機器からの放射性物質の漏えい検知のために安全冷却水系の

冷却水の放射線レベルを測定し，放射線レベル高で中央制御室に警報を

発する。 

ｅ．安全蒸気系のボイラの運転状態を監視し，故障を検知して，中央制御

室に警報を発する。検知装置及び警報器は，各々のボイラに各一式設け

る。 

ｆ．地震動を監視し，加速度大により，警報を発するとともに溢水量を抑

制するための緊急遮断弁を作動させる信号を発する。警報器及び緊急遮

断弁作動回路は二重化する。 
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２．４．10 その他の計測制御設備 

再処理施設の各施設は，その他にも計測制御設備を設け指示，警報及

び制御を行う。 
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２．５ 評  価 

 (１) 計測制御設備は，運転時，停止時及び運転時の異常な過渡変化時にお

いて施設の運転状態を想定される範囲内で監視及び制御できる。 

 (２) 計測制御設備は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計と

しているので火災を防止できる。 

(３) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御系は，多重性又は多様性を有するとともに，電気的・物

理的な独立性を有する設計としているので，動的機器の単一故障（電

磁障害の影響を含む。）を仮定してもその安全機能が確保できる。 

(４) 計測制御設備は，アイソレータ及び継電器を用いて安全保護回路と分

離する設計としているので，安全保護回路との部分的共用によって安

全保護回路の安全機能を損なうことはない。 

(５) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，その健全

性及び能力を確認するため，安全機能の重要度及び設備の特性に応じ，

必要に応じて試験回路を設ける設計としているので，運転中又は停止

中に試験又は検査を実施できる。 

(６) 計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必

要な計測制御系は，その他再処理設備の附属施設の非常用所内電源系

統に接続する設計としているので，外部電源系統の機能喪失時にも，

安全機能が確保できる。 

また，安全上重要な施設の安全機能を維持するために，必要な計測

制御系に圧縮空気を供給する必要がある場合は，外部電源系統の機能

喪失時にも，その安全機能が確保できるようその他再処理設備の附属

施設の非常用所内電源系統に接続した安全圧縮空気系から圧縮空気を

供給する設計としているので，安全機能を確保できる。 

2-82



(７) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，それら

の安全機能を健全に維持するための適切な保守及び修理ができる設計

としているので適切な保守及び修理が実施できる。 

(８) 計測制御設備のうち安全機能を有する施設の計測制御系は，設計基

準事故が発生した場合の状況を把握し，対策を講ずるために必要なプ

ロセス変数を，設計基準事故時に想定される環境下において，十分な

測定範囲及び期間にわたり監視（記録）できる設計としているので安

全機能を確保できる。当該記録は適切に保存を行うため，事象の経過

後においても参照できる。 

(９) 計測制御設備は，再処理施設の健全性を確保するために必要なプロ

セス変数を監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保するた

めに必要な操作を行うことができる設備を分離施設，精製施設及びそ

の他必要な施設に設ける設計としているので適切な監視及び制御が実

施できる。 

(10) 安全上重要な施設の計測制御系は，再処理施設における溢水が発生

した場合においても安全機能を損なわない設計としているため，溢水

による損傷を防止できる。 

(11) 計測制御設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安全確保及び運

転操作上必要な計測制御設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる。 

(12) 安全上重要な施設以外の施設とした計測制御設備（核計装設備,工程

計装設備）は，安全上重要な施設への波及的影響防止をし，多重化に

よる高い信頼性で設計すること及び当該施設を継続的に維持するため

の管理を行うことにより，安全上重要な施設の計測制御設備と同等の

信頼性を維持できる。 
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３．試験・検査 

安全機能を有する施設の計測制御系は，安全機能の重要度及び設備の特

性に応じて，運転中又は停止中に行う計器の点検及び保守により機能・

性能の維持を行う。 

計測制御設備のうち安全上重要な施設の安全機能を維持するために必要

な計測制御系は，その健全性及び能力を確認するため，設備の特性に応

じ，定期的な警報装置の作動確認，インターロックの作動確認並びに計

器の点検及び保守により機能・性能の維持を行う。また，必要に応じて

試験回路を設け，運転中又は停止中に試験又は検査を実施する。 

安全機能を有する施設の計測制御系のうち，安全上重要な施設から安全

機能を有する施設に分類を変更した「３．４ 主要設備」の安全上重要

な施設以外の施設については，安全上重要な施設への波及的影響防止を

し，多重化による高い信頼性を確保して設置され運用されている経緯を

踏まえ，安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する観点から，定期的

な警報装置の作動確認，インターロックの作動確認並びに計器の点検及

び保守により機能・性能の維持を行う。 
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